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企画競争公示 
 

次のとおり企画競争（複数年度一括発注・単年度契約方式）に付す。 

※ 複数年度一括発注・単年度契約方式については下記 URL から確認でき

る。  

http://www.jesconet.co.jp/bid_contract/pdf/chukan-hacchu_hous

hin.pdf 

 

 平成 30 年 3 月 6 日 

  中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

    契約職取締役 瀧本 忠 

 

１ 調達概要 

 (1) 業 務 名 中間貯蔵施設内における除去土壌の分級処理システム実証試験 

(2) 業務内容 企画競争説明書による 

①平成 30 年度：実証試験計画の策定、実証試験の実施、

実事業への移行に関する技術的検討  

②平成 31 年度：施設の解体・撤去等  

 (3) 業務期間 契約締結日から平成 31 年 6 月 30 日 

         ※平成30年度：契約締結日から平成31年3月31日まで 

         平成31年度：平成31年4月1日から平成31年6月30日まで 

(4) 入札方法 本件は、複数年度に亘る業務の発注であり、分級処理システム

技術を確立し、実事業へ移行する技術的検討を行う企画提案、

および価格の提出を受け、業務の目的に最も合致した企画書等

を提出した1社を選定し、契約候補者とし、単年度毎に契約をす

る「複数年度一括発注・単年度契約方式」の入札である。 

(5) 契約方法 本件は初年度のみの単年度契約とし、初年度の業務実績が良好

と認められない場合には、次年度の契約を締結しないことがあ

る。 

 

２ 競争参加資格 

  競争参加資格確認申請書の提出期限（平成 30 年 3 月 26 日）において次の条件

を全て満たしている者であること。 

(1) 予算決算及び会計令第70 条及び第71 条の規定に該当しないこと。 

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。 

(4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は競争参加資格確認申請

用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について

記載をしなかった者でないこと。 

(5) 会社更生法に基づき更生手続の申立がなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団

又は暴力団員と関係がないこと。 

(7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯

蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 
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(8) 平成 28･29･30 年度に有効な全省庁統一資格(役務の提供等、営業品目「調

査・研究」)において、原則として競争参加資格確認申請書の提出期限まで

に、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。

（当該資格について、競争参加資格確認申請書の提出期限において申請中の

者も可とするが、企画書等提出期限までに当該資格を取得できない場合は参

加を認めない。） 

(9) 企画競争説明書を弊社ホームページよりダウンロードし、企画競争説明会

に参加した者であること。 

(10) 複数事業者による共同提案を行う場合は以下に示す通りとする。 

・共同提案を行う事業者の中から全体の意思決定、業務の運営管理等に責任

を持つ共同提案の代表者を定めるとともに、当該代表者が本調達に対する

企画提案を行うこと。 

・共同提案を行う事業者間で、全体の意思決定、業務の運営管理等について

協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協

力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、そ

の当事者となる当該事業者間で解決すること。また、瑕疵担保責任（解散

後も含む）に関しても協定の内容に含めること。 

・共同提案を行う全ての事業者は、本業務への単独提案又は他の共同提案へ

の参加を行っていないこと。 

・共同提案を構成する全ての事業者は、(9)を除く全ての応札条件を満たすこ

と。ただし、代表者たる事業者は、(9)の企画競争説明会に参加すること。 

  

３ 契約候補者の選定方法 

  企画競争説明書に基づき、提出された企画書等について審査を行い、契約候

補者として１者を選定する。ただし、優秀な企画書等の提出が無い場合は、こ

の限りでない。 

 

４ 企画競争説明書の交付及び問い合わせ先 

(1) 企画競争説明書の入手方法 

   中間貯蔵・環境安全事業株式会社ホームページよりダウンロード 

   http://www.jesconet.co.jp/bid_contract/bid/index.html 

     ※当社では企画競争説明書の交付はしないので注意すること。  

   ダウンロード期間 平成 30 年 3 月 6 日(火)～平成 30 年 3 月 20 日(火)  

 (2) 担当部課 

   〒105-0014 東京都港区芝 1-7-17 住友不動産芝ビル 3 号館 4 階  

    中間貯蔵・環境安全事業株式会社管理部契約・購買課（担当：松下） 

  TEL 03-5765-1916 FAX 03-5765-1939 

５  企画競争説明会の日時及び場所 

 (1) 日  時 平成 30 年 3 月 23 日（金） 

        10時～16時の間でこちらが指定した時間（12時～13時を除く）。 

 (2) 場  所 ４(2)に同じ。 

(3) 参加申込 企画競争説明書にある「企画競争説明会参加申込書（別添様式

１）」により、上記連絡先に FAX で申込むこと。 

 (4) 申込期限 平成 30 年 3 月 20 日（火）17：00 まで 時間厳守 

 (5) 企画競争説明書をダウンロードし、持参すること。 

 (6) 上記２(8)の全省庁統一資格の写しを持参すること。ただし、申請中の場合

http://www.jesconet.co.jp/bid_contract/bid/index.html


- 3 - 

は申請中であることが確認できる、申請確認メール、受付票等の写しも可。 

 

６ 競争参加資格確認申請書の提出期限等 

 (1) 提出期間  平成 30 年 3 月 23 日(金)から平成 30 年 3 月 26 日(月)まで。 

        上記期間の毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時まで。 

 (2) 提 出 先  ４(2)に同じ。 

 (3) 提出方法  持参又は郵送による。（提出期限必着） 

郵送する場合は配達の記録が残る方法に限る。 

 なお、担当者の名刺を同封すること。 

 

７  企画書等の募集に関する質問及び回答 

  質問は、次に従い、書面（別添様式４）により提出すること。  

 (1) 提出期間  平成 30 年 3 月 23 日(金)から平成 30 年 3 月 26 日(月)16 時まで。 

 (2) 提 出 先  ４(2)に同じ。 

 (3) 提出方法  書面は FAX による。（提出期限必着） 

(4) 質問に対する回答は、次のとおりとする。 

① 回 答 日：平成30年3月29日(木) 

② 回答方法：質問・回答書をFAX又は電子メール送信する。 

 

８ 企画書等の提出期限等 

 (1) 提出期限  平成 30 年 4 月 3 日(火) 15 時 00 分 

 (2) 提 出 先  ４(2)に同じ。 

  (3) 提出方法  持参又は郵送による。（提出期限必着） 

郵送する場合は配達の記録が残る方法に限る。 

 

９ 企画提案会の開催 

(1) 有効な企画書等を提出した者に対して、発注者が委嘱した有識者を交えた

企画提案会を開催する。開催日、開催場所、開催時間、説明時間、出席者数

の制限等について、有効な企画書等を提出した者に対して、個別に通知する。 

 (2) 上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出し

た企画書等の説明を行うものとする。 

 (3) 説明を行う者は、業務を受託した場合における主たる業務管理者等とする。 

 

１０ 企画書等の無効 

本公示に示した競争参加資格のない者、競争参加資格確認申請書等に虚偽の

記載をした者の企画書等は無効とする。 

 

１１ 契約の締結について   

(1) 企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、契約手続の完了

までは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社との契約関係が生ずるものではな

い。 

(2) 契約は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社からの特記仕様書（複数年度分、

初年度分）及び共通仕様書（参考１）を基にした契約候補者との随意契約に

よるものとし、発注者は、特記仕様書（複数年度分、初年度分）及び共通仕

様書に基づく契約候補者からのトータルコストの見積書の徴取を行い、トー

タルコスト見積額が予定価格の制限の範囲内であることを確認した後に初年
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度分契約の手続に入るものとする。 

(3) 初年度分について、業務内容を示した仕様書等に基づく見積合せにより落

札決定した場合、契約を行う。（参考２の委託契約書（案）を参照）。 

なお、見積合せの際に全体業務の年度別内訳及び積算根拠を添付した「確

認書」（参考３）を提出するものとする。 

 

１２ その他 

詳細は企画競争説明書による。 

以上 


